
府 政 防 第 1 1 0 5 号  
消 防 災 第 1 6 3 号  

令 和 ４ 年 ６ 月 28 日  
 
 各都道府県消防防災主管部（局）長 殿 
 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）  
消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課 長  

 
避難行動要支援者の避難確保に向けた名簿情報の提供・活用及び個別避難計画の作成について 

 
 平素より消防防災行政の推進に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況を把握するため、「避難行動要支

援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査について（照会）」（令和４年１月 14日付

け府政防第 214号、消防災第 14号）において報告を依頼していたところであり、調査結果（以下「本

調査結果」という。）について、別添のとおり取りまとめました。 

この結果、個別避難計画が未策定の市町村は 574 団体（33.0％）あり、そのうち、令和５年度以

降に着手予定の市町村が 288団体（16.5％）ありました。 

各都道府県においては、避難行動要支援者の避難確保に向け、名簿情報の提供・活用、個別避難

計画の作成が進むよう、下記の事項を御理解の上、管内の市町村に対して周知するとともに、市町

村の取組を支援していただくようお願いします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に基づく技術的助言

であることを申し添えます。 

 

記 
 

１．避難行動要支援者名簿関係 

（１）避難行動要支援者名簿の更新について 

避難行動要支援者の心身の状況や生活実態は時間経過とともに常に変化しうるものであり、

定期的に実態を把握し、名簿に反映する必要があることから、市町村においては、更新サイク

ルや更新の仕組みの見直しを検討すること。 

 

（２）平常時からの名簿情報の提供・活用の推進 

過去の災害においては、平常時に提供された名簿を活用し、避難行動支援や安否確認等が実

施されており、平常時から名簿を提供し避難支援体制の構築に努めることが円滑な避難支援ひ

いては避難行動要支援者の安全確保に効果的である（参考資料１．（１））。 

平常時から名簿情報を提供していない市町村（本調査結果では 182 団体）においては、地域

の実情に応じ、外部提供への本人同意の取得や参考資料１．（２）にあるような本人同意の有無

にかかわらず外部提供できる根拠となる条例の制定を検討し、避難支援等関係者への名簿情報



 
の事前提供を進めること。 

 

（３）改正個人情報保護法の施行後の名簿情報等の取扱い 

令和３年５月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」

による改正個人情報保護法の施行（令和５年４月１日）後は、一般的な個人情報の外部提供は

個人情報保護条例ではなく、改正個人情報保護法で利用目的以外の利用が制限されることとな

るが、避難行動要支援者名簿の個人情報保護についての取扱いは特別法である災害対策基本法

が優先されるため、災害対策基本法第 49 条の 11 第２項に基づき、本人同意を得た上で、平常

時から名簿情報を外部に提供することが可能である（条例に特別の定めがある場合（参考資料

１．（２））は、避難行動要支援者の同意の有無にかかわらず提供できる。）。 

なお、「個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき」のように、

個人情報保護条例上の一般的な個人情報の外部提供に関する規定を根拠として、平常時に名簿

情報を提供するという運用を 

・すでに行っている市町村（本調査結果では 81団体） 

・今後、改正個人情報保護法が施行されるまでの期間に行うこととしている市町村 

における、上記の運用の施行後の取扱いについては、本通知とは別に、内閣府及び消防庁から

考え方を示す予定であること。 

 また、名簿情報に係る取扱いと同様、災害対策基本法第 49 条の 15 第２項に基づき個別避難

計画情報を平常時に提供する運用の取扱いについても、今後、考え方を示す予定であること。 

 

２．個別避難計画関係 

（１）実効性のある個別避難計画作成に向けた取組 

  実効性のある個別避難計画作成に向けた取組については、次のようなことが挙げられる。 

①庁内の連携：防災、福祉などの関係部署にある情報等が共有でき、個別避難計画の円滑な作成

につながる。 

②庁外との連携：自主防災組織など地域の関係者の参画により、避難支援等実施者の確保に結び

つくなど、個別避難計画の円滑な作成につながる。 

③福祉専門職の参画：福祉専門職は、本人の心身の状況や社会的孤立の状況などを把握している

ことから、避難行動要支援者本人の信頼や安心を得られることにつながる。 
④避難訓練の実施：避難行動要支援者本人が参加する避難訓練を実施することは、個別避難計画の内

容の見直しなどにつながる。 
しかし、これらの取組について全て未検討の市町村が 221団体となっている。特に、①庁内の連携、

②庁外との連携、③福祉専門職の参画は、個別避難計画を作成することの前提になるものであり、未

検討の市町村は速やかに取組を進めること。 
 

（２）個別避難計画作成の優先度の検討 

市町村が個別避難計画を作成する際の優先度の検討は、早期に計画を作成するための手段であ

ることから、検討中又は未検討と回答した 1,348団体については、速やかに完了すること。また、

検討が完了した後も、状況に応じて優先度の高い者を追加して選定するなど、弾力的に運用する

こと。 



 
 

（３）個別避難計画の策定状況 

個別避難計画が未策定の市町村は 574団体であり、前回の調査結果（令和２年 10月時点）の 577

団体とほぼ同じ状況である。 

優先度の高い者について令和３年度からおおむね５年程度で作成するためには、本年度中に着

手することが非常に重要である。こうしたことから、地域の状況に応じて、できる取組から順次

取り組むことにより、令和４年度中に着手予定の 251 団体は令和４年度中に着実に取組を進め、

令和５年度以降に着手予定の 288 団体は令和４年度中に着手することについて前倒しを含め検討

すること。 

 

（４）今後の個別避難計画の策定の進め方 

  既に個別避難計画の作成に着手している市町村は更に効率的・効果的に取組を進め、まだ着手

していない市町村については令和４年度内に個別避難計画の作成に着手するよう、庁内や庁外と

の連携や福祉専門職の参画等により、実効性のある個別避難計画の作成を進めること。 

都道府県においては、管内の全ての市町村が令和４年度内に着手できるよう、市町村に対し事

例や留意点などの提示、研修会の実施などの取組を通じて支援すること。 

今後、内閣府及び消防庁は、まだ個別避難計画の作成に着手していない市町村について、今後

の取組予定等を把握するため調査を行う予定であり、令和４年度中に着手できるよう助言などの

支援をしていく。 

また、都道府県や市町村の主催する担当者会議、説明会、研修、講演会等において、内閣府職

員から個別避難計画に関して説明することとしているので、必要に応じて以下の担当まで相談す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 
個別避難計画の調査に関すること：内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 
   藤田参事官補佐、塚原主査、草間事務官、石塚事務官 
  TEL：03-3501-5191 FAX：03-3502-6034 E-mail: y-hinan.k4n@cao.go.jp 
 
避難行動要支援者名簿の調査に関すること：消防庁国民保護・防災部防災課 
   鈴木補佐、青木係長、木本事務官 
  TEL：03-5253-7525 FAX：03-5253-7535 E-mail: bousaityousei@ml.soumu.go.jp 

mailto:y-hinan.k4n@cao.go.jp
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（参考資料） 

１．平常時からの名簿情報の事前提供の推進 

（１）平常時からの名簿情報の提供関係 

① 岡山県総社市下原地区 

自主防災組織が、提供された名簿情報を基に独自に作成した名簿を用いて避難訓練を実施

しており、平成 30年７月豪雨ではこの名簿を使って避難支援を行い、一人の犠牲者も出さな

かった。 

 

② 愛媛県大洲市三善地区 

提供された名簿情報を活用し、避難場所、避難の合図（タイミング）、気にかける人（避難

支援を必要とする人等）などを記した災害・避難カードを、避難訓練を通じて作成しており、

平成 30年７月豪雨では各自がカードに基づき避難行動・避難支援を行い、一人の犠牲者も出

さなかった。 

 

（２）平常時からの名簿情報の提供の根拠となる条例化関係 

① 宮城県七ヶ浜町（平成 30年６月 13日制定） 

・七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例（抄） 

 （名簿情報の提供） 

第４条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、

避難行動要支援者の同意を得ることなく当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供すること

ができるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、当該避難

行動要支援者に係る名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該名簿情報の提供をすることが

できない。 
＿ 

 

②三重県津市（平成 27年６月 25日制定） 

・津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例（抄） 

 （名簿情報の提供） 

第３条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、津市地域防災計画の定め

るところにより、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、次に掲げ

る場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によって識別される特定の

個人をいう。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

（１）避難行動要支援者が当該名簿情報の提供に関し、規則で定めるところにより拒否の申出をし

ていない場合 

（２）前号の拒否の申出をした場合であっても、津市防災会議において、避難支援等の実施のため

に名簿情報の提供が必要であると認める場合 

（３）第１号の拒否の申出をした場合であっても、津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴

いて、市長が避難支援等の実施を支援するために名簿情報の提供が必要であると認める場合 
＿ 



 
２．個別避難計画作成に向けた支援策等 

（１）個別避難計画作成モデル事業 

令和３年度の個別避難計画作成モデル事業（※）の事業報告書では、モデル事業を通じて見

えてきた様々な留意点や取組の参考となる多くの事例などを示しています。本報告書を参考に

地域の特性や実状を踏まえつつ、実効性のある個別避難計画の作成をお願いしています。 

※令和３年度個別避難計画作成モデル事業のページ 

 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r3modeljigyo.html 

  

（２）財政措置 

   「避難行動要支援者の避難に係る取組の推進及びこれに伴う地方財政措置等について」（令和

４年２月 28日付け事務連絡）で周知しているとおり、市町村における個別避難計画の作成経費

については、引き続き、令和４年度も地方交付税措置を講ずることとされています。 

 

（３）クラウド型被災者支援システム 

   個別避難計画は定期的な更新も必要であり、限られた体制で効率的に作成を進め、災害時に

迅速に活用するにはシステムの活用が考えられます。 

現在、内閣府が開発を進めており、令和４年度から地方公共団体情報システム機構（J-LIS）

が運用を開始する「クラウド型被災者支援システム」は、平時においては、各市町村における

既存の避難行動要支援者名簿をシステムに取り込み、住民基本台帳等も活用して効率的に個別

避難計画の作成や更新ができるシステムです。 

また、発災時は住民基本台帳も活用して避難者名簿を効率的に作成でき、個別避難計画を参

照することで、個別の被災者の状況を踏まえた被災者支援をスムーズに行うことが可能です。 

このように本システムは、市町村の事務負担を軽減し、避難行動要支援者名簿及び個別避難

計画の作成や更新を効率的に行い、発災時の被災者支援にスムーズにつながるものです。 

本システムの概要や導入経費については、事務連絡を発出したほか、内閣府主催で説明会を

開催し、活用の検討をお願いしています。 

・「クラウド型被災者支援システムの整備の推進について」 

（令和３年 11月 16日付け事務連絡） 

・「クラウド型被災者支援システムの導入経費に係る緊急防災・減災事業債の活用について」

（令和３年 12月 14日付け事務連絡） 

・「クラウド型被災者支援システムに関する説明会」 

（令和３年 12月 17、20日、令和４年５月 13、16日） 

※資料や動画を掲載 

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/cloud_shien.html 
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